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○日本育英会奨学生の連帯保証人等に関する施行細則 

平成14年４月26日 

達第1036号 

第１条 日本育英会奨学生の連帯保証人及び保証人については，日本育英会奨学規程

（昭和59年８月29日達第762号）及び日本育英会第二種奨学金業務実施規程（平成11

年６月７日達第982号）に定めるもののほか，この施行細則の定めるところによる。 

（連帯保証人及び保証人の年齢） 

第２条 連帯保証人及び保証人は，成年者でなければならない。ただし，申込者が申

込時に在学し，又は進学する予定の学校の修業年限の終期まで奨学金の貸与を受け，

貸与を終了した時に満45歳を超える年齢の者の連帯保証人及び保証人は，当該時に

満60歳未満の年齢の成年者でなければならない。 

（連帯保証人及び保証人の特例） 

第３条 申込者が４親等以内の親族でない者を連帯保証人及び保証人とする場合は，

当該連帯保証人及び保証人は，貸与予定総額の返還を確実に保証できることを示す

所得，預貯金又は不動産等を有する者でなければならない。 

（認定方法） 

第４条 前条における連帯保証人及び保証人の認定は，申込時又は貸与終了時におい

て，返還予定の期間を通じ，生活を維持し，及び貸与予定総額の返還を確実に保証

することを示す返還保証書（別記様式第１号，第２号）及び証明書類により学校長

が行う。 

２ 前項における証明書類は，源泉徴収票，預貯金残高証明書及び登記簿謄本等の所

得及び資産を証明する書類とする。 

附 則 

この施行細則は，平成14年４月26日から施行し，平成14年４月１日から適用する。 
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別記様式第１号 

別記様式第２号 

 


